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以下、それぞれの接続方式について特長を述べる。 

①専用線で接続されている場合 

専用線接続とは、2 地点間においてネットワーク品質を保ちつつ、常に接続されている契

約機関専用のネットワーク接続である。通信事業者によってネットワークの品質と通信速

度（「帯域」という）等が保証されているため、拠点間を常時接続し大量の情報や容量の大

きな情報を伝送するような場合に活用される。 
ただし、品質は高いといえるが、ネットワークの接続形態としては拡張性が乏しく、か

つ、一般的に高コストの接続形態であるため、その導入にあたってはやり取りされる情報

の重要性と情報の量等の兼ね合いを見極める必要もある。 
 

 

図 B-3-① 専用線で接続されている場合 
 

 

②公衆網で接続されている場合 

 公衆網とは ISDN（Integrated Services Digital Network）やダイアルアップ接続など、

交換機を介した公衆回線を使って接続する接続形態のことを指す。 
 ただし、ここで想定する接続先はインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）に接

続する接続方法ではなく、情報の送信元が送信先に電話番号を指定して直接接続する方式

である。ISP を介して接続する場合は、ISP から先がいわゆるインターネット接続となるた

め、満たすべき要件としては後述する「Ⅱ．オープンなネットワークで接続する場合」を

適用する。 
この接続形態の場合、接続先に直接ダイアルしてネットワーク接続を確立するため、ネ

ットワークを確立する前に電話番号を確認する等の仕組みを導入すれば、確実に接続先と

通信ができる。 
 一方で、電話番号を確認する仕組みを用いなかったことによる誤接続、誤送信のリスク

や専用線と同様で拡張性が乏しいこと、また、現在のブロードバンド接続と比べ通信速度

が遅いため、大量の情報もしくは画像等の容量の大きな情報を送信する際に適用範囲を適

切に見定める必要がある。 
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図 B-3-② 公衆網で接続されている場合 

 

 

③閉域 IP 通信網で接続されている場合 

ここで定義する閉域 IP 通信網とは、通信事業者が保有する広域ネットワーク網と医療機

関等に設置されている通信機器とを接続する通信回線が他のネットワークサービス等と共

用されていない接続方式を言う。このような接続サービスを本ガイドラインでは IP-VPN
（Internet Protocol-Virtual Private Network）と呼び、クローズドなネットワークとして

取り扱う。これに適合しない接続形態はオープンなネットワーク接続とする。主な利用形

態としては、企業間における本店・支店間での情報共有網を構築する際に、遠隔地も含め

た企業内 LAN のように利用され、責任主体が単一のものとして活用されることが多い。 
この接続方式は、専用線による接続よりも低コストで導入することができる。また、帯

域も契約形態やサービスの種類によっては確保できるため、大量の情報や容量の大きな情

報を伝送することが可能である。 
 

 

図 B-3-③-a 単一の通信事業者が提供する閉域ネットワークで接続されている場合 
 

 
図 B-3-③-b 中間で複数の閉域ネットワークが相互接続して接続されている場合 

 
以上の３つのクローズドなネットワークの接続では、クローズドなネットワーク内では

外部から侵入される可能性はなく、その意味では安全性は高い。しかし、接続サービスだ

けでは一般に送られる情報そのものに対する暗号化は施されていない。また異なる通信事
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業者のネットワーク同士が接続点を介して相互に接続されている形態も存在し得る。接続

点を介して相互に接続される場合、送信元の情報を送信先に送り届けるために、一旦、送

信される情報の宛先を接続点で解釈したり新たな情報を付加したりする場合がある。この

際、偶発的に情報の中身が漏示する可能性がないとは言えない。電気通信事業法があり、

万が一偶発的に漏示してもそれ以上の拡散は考えられないが、医療従事者の守秘義務の観

点からは避けなければならない。そのほか、医療機関等から閉域 IP 通信網に接続する点な

ど、一般に責任分界点上では安全性確保の程度が変化することがあり、特段の注意が必要

である。 
そのため、クローズドなネットワークを選択した場合であっても、「B-2．医療機関等に

おける留意事項」に則り、送り届ける情報そのものを暗号化して内容が判読できないよう

にし、改ざんを検知可能な仕組みを導入するなどの措置を取る必要がある。 
 
Ⅱ．オープンなネットワークで接続されている場合 

 いわゆるインターネットによる接続形態である。現在のブロードバンドの普及状況から、

オープンなネットワークを用いることで導入コストを削減したり、広範な地域医療連携の

仕組みを構築したりする等、その利用範囲が拡大して行くことが考えられる。この場合、

通信経路上では、「盗聴」、「侵入」、「改ざん」、「妨害」等の様々な脅威が存在するため、十

分なセキュリティ対策を実施することが必須である。また、医療情報そのものの暗号化の

対策を取らなければならない。 
ただし、B-3 の冒頭で述べたように、オープンなネットワークで接続する場合であっても、

回線事業者とオンラインサービス提供事業者がこれらの脅威の対策のためネットワーク経

路上のセキュリティを担保した形態でサービス提供することもある。医療機関等がこのよ

うなサービスを利用する場合は、通信経路上の管理責任の大部分をこれらの事業者に委託

できる。そのため、契約等で管理責任の分界点を明確にした上で利用することも可能であ

る。 
一方で、医療機関等が独自にオープンなネットワークを用いて外部と個人情報を含む医

療情報を交換する場合は、管理責任のほとんどは医療機関等に委ねられるため、医療機関

等の自己責任において導入する必要がある。また、技術的な安全性について自らの責任に

おいて担保しなくてはならないことを意味し、その点に留意する必要がある。 
オープンなネットワーク接続を用いる場合、ネットワーク経路上のセキュリティの考え

方は、「OSI（Open Systems Interconnection）階層モデル※」で定義される 7 階層のうち、

どこの階層でセキュリティを担保するかによって異なってくる。OSI 階層モデルを基本と

したネットワーク経路上のセキュリティの詳細については「「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」の実装事例に関する報告書（保健・医療・福祉情報セキュアネッ

トワーク基盤普及促進コンソーシアム；HEASNET）；平成 19 年 2 月」が参考になる。 
 


